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1. 特定機器型式証明申請に係る要求事項への適合性のための設計方針 

（1）特定機器型式証明申請に係る要求事項に対する適合性 

Hitz-B69 型は、使用済燃料を貯蔵する機能を有するとともに、使用済燃料の工場等

外への運搬に用いる輸送容器としての機能を併せ持つ特定兼用キャスク（以下「キャス

ク」という。）である。 

発電用原子炉施設に使用する特定機器の設計の型式証明申請に係る Hitz-B69 型の

安全設計について、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則への適合のための設計方針を以下に示す。 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適

切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわな

いものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 想定される森林火災 

５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因

となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるお

それがある火災 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。 
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適合のための設計方針 

１から３について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

４について 

一 Hitz-B69 型は、第一号に規定する「兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうか

どうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜

巻として原子力規制委員会が別に定める竜巻」による飛来物の衝突において、その安全

機能を損なわない設計とする。 

Hitz-B69 型は、上記の荷重条件に対して、キャスクの安全機能を担保する部位のう

ち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設計とし、臨界

防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設計とする。その

他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に対して十分

な余裕を有し、キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

二 型式証明申請の範囲外とする。 

 

５から７について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（2）特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響 

Hitz-B69 型は、Hitz-B69 型を発電用原子炉施設において使用した場合に発電用原

子炉施設の安全性を損なうような影響を及ぼさない設計とする。以下、Hitz-B69 型を

発電用原子炉施設において使用した場合に発電用原子炉施設の安全性を損なうような

影響を及ぼさないことを、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則に沿って確認する。 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適

切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわな

いものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 想定される森林火災 

５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因

となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるお

それがある火災 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。 
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適合のための設計方針 

１から３について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

４について 

一 Hitz-B69 型は、第一号に規定する「兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうか

どうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜

巻として原子力規制委員会が別に定める竜巻」による飛来物の衝突において、キャスク

の安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

Hitz-B69 型は、上記の荷重条件に対して、キャスクの安全機能を担保する部位のう

ち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設計とし、臨界

防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設計とする。その

他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に対して十分

な余裕を有し、キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

二 型式証明申請の範囲外とする。 

 

５から７について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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2. 要求事項 

特定機器の設計の型式証明申請において、キャスクの竜巻に対する要求事項は以下の

とおりである。 

 

（1）設置許可基準規則要求事項 

a. 設置許可基準規則第６条第４項 

兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損な

わないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置

のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委

員会が別に定めるもの 

 

b. 設置許可基準規則解釈別記４第６条第２項第１号 

第６条第４項に規定する「自然現象」については、以下のとおりとする。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻

として原子力規制委員会が別に定めるもの」については、次のとおりとする。 

・兼用キャスク告示第３条によるものとする。 

・竜巻による飛来物の衝突に対して、その安全機能を損なわないものであること。 

 

c. 兼用キャスク告示第３条 

設置許可基準規則第６条第４項第１号の原子力規制委員会が別に定める竜巻は、

風速が百メートル毎秒である竜巻とする。 

  



6 
 無断複製・転載禁止 日立造船株式会社  

（2）原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関

する審査ガイド確認事項 

「原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵

に関する審査ガイド」に記載されている竜巻に対する【審査における確認事項】及び

【確認内容】は以下のとおりである。 

 

a.「4.2 考慮する自然現象等の設定方針 4.2.3 竜巻」 

 

【審査における確認事項】 

『 

設置許可基準規則第６条第４項に規定する竜巻による作用力を適用していること。 

』 

 

【確認内容】 

『 

（1）設置許可基準規則第６条第４項に規定する兼用キャスク告示で定める竜巻とし

て、設置許可基準規則の解釈別記４第６条第２項第１号に基づき、設計竜巻（原

子力発電所の竜巻影響評価ガイド「1.4 用語の定義」に規定する「設計竜巻」を

いう。以下同じ。）の最大風速を以下のとおり定め、設計荷重を設定しているこ

と。 

・最大風速：100m/s 

（2）設計荷重の設定に用いる設計飛来物は、原子力発電所の竜巻影響評価ガイド解

説表 4.1 に基づき、兼用キャスクに与える影響が最大となるものを選定してい

ること。 

』 
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b.「4.3.3 竜巻に対する設計方針」 

 

【審査における確認事項】 

『 

兼用キャスクは、「4.2.3 竜巻」に示す竜巻による作用力に対して安全機能が維持

されること。 

』 

【確認内容】 

『 

（1）竜巻による飛来物の衝突荷重及び衝突による評価は、「原子力発電所の竜巻影響

評価ガイド」を参考にしていること。 

（2）設計竜巻に対する飛来物及び最大速度は、原子力発電所の竜巻影響評価ガイド

解説表 4.1 に記載の値を参考に設定し、飛来物の衝突荷重を算定（例えば、建

築物の耐衝撃設計の考え方（（一社）日本建築学会 2015.1）を参考に飛来物の

圧潰挙動を無視して Riera の式等で算定）していること。 

（3）竜巻荷重に対する兼用キャスクの評価は、既往の研究事例や機能確認試験等の

結果との対比、FEM 解析に基づく応力評価等により行われていること。 

』 
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3. 要求事項への適合性 

（1）設置許可基準規則への適合性 

Hitz-B69 型の外部からの衝撃のうち、竜巻による損傷防止に関する設計は、以下の

とおり設置許可基準規則に適合している。 

 

a. 設置許可基準規則第６条第４項 

兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損な

わないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置

のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委

員会が別に定めるもの 

 

b. 設置許可基準規則解釈別記４第６条第２項第１号 

第６条第４項に規定する「自然現象」については、以下のとおりとする。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻

として原子力規制委員会が別に定めるもの」については、次のとおりとする。 

・兼用キャスク告示第３条によるものとする。 

・竜巻による飛来物の衝突に対して、その安全機能を損なわないものであるこ

と。 

 

c. 兼用キャスク告示第３条 

設置許可基準規則第６条第４項第１号の原子力規制委員会が別に定める竜巻は、

風速が百メートル毎秒である竜巻とする。 

 

Hitz-B69 型は、キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される

位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会

が別に定める竜巻による設計飛来物の衝突荷重に対して、キャスクの安全機能を担保す

る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設計

とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設計と

する。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に

対して十分な余裕を有し、キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

竜巻荷重が作用した場合の評価に用いる竜巻荷重は、兼用キャスク告示で定める竜巻

による作用力とし、風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷

重を作用させるとともに、供用中に作用する荷重（圧力荷重、機械的荷重及び熱荷重）

を組み合わせることとしている。また、安全上適切と認められる規格等で妥当性が確認
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されている値を許容限界とすることに加え、上記による荷重により塑性ひずみが生じる

場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有する

こと、及び、キャスクの密封境界部についてはおおむね弾性状態に留まる値を許容限界

とした。上記条件に基づく機能維持評価の結果、キャスクの安全機能を担保する構成部

材に発生する応力が許容限界を満足することから、竜巻に対して安全機能が維持される

ことを確認した。 

なお、設置許可基準規則第６条第４項第２号に示される想定される森林火災に対する

安全機能が損なわれないことについては、型式証明申請の範囲外である。 
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（2）審査ガイドへの適合性 

審査ガイドでは、キャスクの有する安全機能を維持するために自然現象等に対する

基本方針の妥当性を確認することが定められており、キャスクの竜巻に対する設計は、

以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。 

 

＜2.（2）a.に対する適合性＞ 

【確認内容】 

（1）設置許可基準規則第６条第４項に規定する兼用キャスク告示で定める竜巻とし

て、設置許可基準規則の解釈別記４第６条第２項第１号に基づき、設計竜巻（原

子力発電所の竜巻影響評価ガイド「1.4 用語の定義」に規定する「設計竜巻」を

いう。以下同じ。）の最大風速を以下のとおり定め、設計荷重を設定しているこ

と。 

・最大風速：100m/s 

（2）設計荷重の設定に用いる設計飛来物は、原子力発電所の竜巻影響評価ガイド解説

表 4.1 に基づき、兼用キャスクに与える影響が最大となるものを選定しているこ

と。 

 

Hitz-B69 型に竜巻荷重が作用した場合の評価に用いる設計荷重の設定は、最大風速及び

設計飛来物を考慮する。これらを算出するための条件は以下のとおりである。 

 

a. 最大風速 

最大風速は、100m/s とする。 

 

b. 設計飛来物 

設計飛来物は原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（以下「竜巻影響評価ガイド」とい

う。）の解説表 4.1 に示される飛来物（表 1 参照）とする。設計荷重としては、キャス

クへの影響が最大となるものを選定して評価する。 
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表 1 設計飛来物 

飛来物の 

種類 

棒状物 板状物 塊状物 

鋼製パイプ 鋼製材 コンクリート板 コンテナ トラック 

寸法 

（m） 

長さ×直径 

2×0.05 

長さ×幅×奥行 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×厚さ 

1.5×1×0.15 

長さ×幅×奥行 

2.4×2.6×6 

長さ×幅×奥行 

5×1.9×1.3 

質量 

（kg） 
8.4 135 540 2300 4750 

最大 

水平速度

（m/s） 

49 51 30 60 34 

最大 

鉛直速度

（m/s） 

33 34 20 40 23 
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＜2.（2）b.に対する適合性＞ 

【確認内容】 

（1）竜巻による飛来物の衝突荷重及び衝突による評価は、「原子力発電所の竜巻影響評

価ガイド」を参考にしていること。 

（2）設計竜巻に対する飛来物及び最大速度は、原子力発電所の竜巻影響評価ガイド解

説表 4.1 に記載の値を参考に設定し、飛来物の衝突荷重を算定（例えば、建築物

の耐衝撃設計の考え方（（一社）日本建築学会 2015.1）を参考に飛来物の圧潰挙

動を無視して Riera の式等で算定）していること。 

（3）竜巻荷重に対する兼用キャスクの評価は、既往の研究事例や機能確認試験等の結

果との対比、FEM 解析に基づく応力評価等により行われていること。 

 

Hitz-B69 型に竜巻による飛来物が衝突した場合の評価は、竜巻影響評価ガイドを参考

に実施する。 

設計竜巻に対する設計飛来物及び最大速度は、表 1 に示したとおり、竜巻影響評価ガ

イド解説表 4.1 に記載の値を基に設定し、飛来物の衝突荷重は、Riera の式に基づき、飛

来物の圧潰挙動を無視して設定する。 

竜巻荷重に対するキャスクの評価は、FEM 解析に基づく応力評価等により実施する。 

型式証明における設計方針の妥当性確認として、竜巻荷重が作用した場合の機能維持

評価を実施し、Hitz-B69 型の安全機能が維持される設計であることを確認する。機能維

持評価の概要を 4.項に示す。 

 

  



13 
 無断複製・転載禁止 日立造船株式会社  

4. 竜巻荷重による Hitz-B69 型の機能維持評価 

機能維持評価は、Hitz-B69 型の安全機能を担保する構成部材として、閉じ込め機能を担

う密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、遮蔽機能を担う外筒（ガンマ線遮

蔽材で最も板厚が薄く、中性子遮蔽材を支持する部位）、臨界防止機能を担うバスケット、

除熱機能を担う伝熱フィンを評価対象とする。また、緩衝体による竜巻荷重のエネルギー吸

収を無視するとともに、緩衝体の構造体としての剛性を考慮しない条件とする。 

竜巻荷重作用時の Hitz-B69 型の機能維持評価フローを図 1 に示す。 

密封境界部は金属キャスク構造規格（1）に定める供用状態 D の許容応力を許容限界とす

る。バスケットは供用状態 D の許容応力を許容限界とし、塑性変形が生じる場合はバスケ

ットの変形量を考慮した臨界解析により臨界防止上有意な変形が生じていないことを確認

する。また、外筒及び伝熱フィンは金属キャスク構造規格に許容応力の記載がないが、外筒

については同規格の中間胴の規定（供用状態 D）を適用し、伝熱フィンについては、破断し

ないことを確認することで、部材が欠損せず、安全機能が損なわれないことを確認する。 
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（1）竜巻荷重の設定 

機能維持評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせは、以下のとおり設定する。 

想定される竜巻はキャスクの長手方向だけでなく径方向からも到来する可能性がある

ことから、キャスク長手方向（キャスク頭部側）又は径方向（キャスク側部側）の荷重を

考慮して評価を行う。 

評価対象部位のうち密封境界部と外筒には風圧力による荷重を等分布荷重として、飛

来物衝突荷重を集中荷重として設定する。 

バスケットと伝熱フィンの評価では竜巻荷重からキャスクに作用する加速度を算出す

るため、バスケットと伝熱フィンには風圧力による荷重と飛来物衝突荷重を組み合わせ

た竜巻荷重を設定する。 

 

a. 密封境界部及び外筒 

①風圧力による荷重 

キャスクへ作用する風圧力による荷重のモデルを図 2 に示す。風圧力による荷重

（等分布荷重）Qwは、下記の評価式により算定する。 

風圧力による荷重の計算条件及び計算結果を表 2 に示す。 

 

 

ここで、 

Ww ：風圧力による荷重（N） 

q ：設計用速度圧（kg/(m・s2)） 

 

 ：空気の密度（=1.22 kg/m3） 

VD ：竜巻の最大風速（=100 m/s） 

G ：ガスト影響係数（=1） 

C ：風力係数（=1.2） 

A ：受圧面積（m2） 
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表 2 風圧力による荷重の計算条件及び計算結果（密封境界部及び外筒） 

（a）長手方向からの竜巻荷重 

項目 記号 単位 

計算条件又は計算結果 

長手方向からの 

竜巻荷重 

径方向からの 

竜巻荷重 

空気の密度  kg/m3 1.22（注 1） 

竜巻の最大風速 VD m/s 100 

ガスト影響係数 G － 1.0（注 2） 

風力係数 C － 1.2（注 3） 

受圧面積 A m2 4.91（注 4） 13.5（注 5） 

風圧力による荷重 Ww N 3.60×104 9.89×104 

風圧力による荷重 

（等分布荷重） 
Qw N/m2 7.33×103 7.33×103 

（注 1）建築物荷重指針・同解説（2015）に示される空気の密度である。 

（注 2）竜巻の最大風速は最大瞬間風速であるため、1.0 とする。 

（注 3）建築物荷重指針・同解説（2015）に示される円筒形状の風力係数である。 

（注 4）長手方向から竜巻荷重を受けるキャスク投影面積。 

（  D:キャスク外径（=2.5m）） 

（注 5）径方向から竜巻荷重を受けるキャスク投影面積。 

（  D: キャスク外径（=2.5m）、L：キャスク全長（=6.8m）） 
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②気圧差による荷重 

機能維持評価においては、表 3 に示すとおり、設計値に対して Hitz-B69 型の外部

とキャスク本体内部の気圧差 Wp を保守的に設定（設計値の最大 0.021 MPa に対し

て 0.101 MPa と設定）する。したがって、竜巻により生じる外気との気圧差は、この

保守性に包絡されると考えられる。 

 

表 3 機能維持評価での内圧設定 

部位 設計値 
機能維持評価で考慮する 

圧力設定 

① キャスク本体内部 0.08MPa～0.097MPa 0MPa 

② 外気 大気圧（0.101MPa） 大気圧（0.101MPa） 

①と②の気圧差 Wp 最大 0.021MPa 0.101MPa 
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③飛来物衝突荷重 

飛来物衝突荷重 WMは、Riera の式に基づき、設計飛来物の圧潰挙動を無視すると

ともに、設計飛来物の衝突による減速を考慮せず、衝突前の運動量と衝撃荷重（衝撃

荷重時刻歴：三角波、衝突時間=衝突長さ/速度）による力積が等しいとして、次式に

て算出する。また、設計飛来物の最大速度については、水平方向及び鉛直方向の飛来

速度のうち大きい水平方向速度を設定する。 

計算条件及び計算結果を表 4 に示す。機能維持評価に用いる荷重は、計算条件とす

る飛来物のうち最も大きいトラックの荷重を用いる。 

 

ここで、 

M ：設計飛来物の質量（kg） 

V ：設計飛来物の最大速度（m/s） 

Lmin ：設計飛来物の衝突方向長さ（m） 

 

表 4 飛来物衝突荷重の計算条件及び計算結果 

設計飛来物 記号 単位 

計算条件又は計算結果 

鋼製 

パイプ 
鋼製材 

コンク 

リート板 
コンテナ トラック 

質量 M kg 8.4 135 540 2300 4750 

最大速度 V m/s 49 51 30 60 34 

衝突方向 

長さ 
Lmin m 0.05 0.2 0.15 2.4 1.3 

飛来物 

衝突荷重 
WM N 8.07×105 3.52×106 6.48×106 6.90×106 8.45×106 
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b. バスケット及び伝熱フィン 

①風圧力による荷重 

風圧力による荷重 Wwは、下記の評価式により算定する。 

風圧力による荷重の計算条件及び計算結果を表 5 に示す。 

 

ここで、 

q ：設計用速度圧（kg/(m・s2)） 

 

 ：空気の密度（=1.22 kg/m3） 

VD ：竜巻の最大風速（=100 m/s） 

G ：ガスト影響係数（=1） 

C ：風力係数（=1.2） 

A ：受圧面積（m2） 

 

表 5 風圧力による荷重の計算条件及び計算結果（バスケット及び伝熱フィン） 

項目 記号 単位 

計算条件又は計算結果 

長手方向からの 

竜巻荷重 

径方向からの 

竜巻荷重 

空気の密度  kg/m3 1.22（注 1） 

竜巻の最大風速 VD m/s 100 

ガスト影響係数 G － 1.0（注 2） 

風力係数 C － 1.2（注 3） 

受圧面積 A m2 13.0（注 4） 24.5（注 5） 

風圧力による荷重 Ww N 9.49×104 1.80×105 

（注 1）建築物荷重指針・同解説（2015）に示される空気の密度である。 

（注 2）竜巻の最大風速は最大瞬間風速であるため、1.0 とする。 

（注 3）建築物荷重指針・同解説（2015）に示される円筒形状面への風力係数である。 

（注 4）長手方向から竜巻荷重を受けるキャスクの投影面積。 

（A1= B・B B:緩衝体外径（=3.6m）） 

（注 5）径方向から竜巻荷重を受けるキャスクの投影面積。 

（A2=z・B z:緩衝体外径（=3.6m）、B：キャスク全長（=6.8m）） 
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計算条件及び計算結果を表 6 に示す。 

 

 

表 6 竜巻荷重の組合せ（バスケット及び伝熱フィン） 

項目 記号 単位 

計算条件又は計算結果 

長手方向からの 

竜巻荷重 

径方向からの 

竜巻荷重 

風圧力による荷重 Ww N 9.49×104 1.80×105 

気圧差による荷重 Wp N －（注 1） 

飛来物衝突荷重 WM N 8.45×106 

竜巻荷重 WT N 8.45×106 8.63×106 

（注 1）キャスク外部と本体内部の差圧設定で考慮するため、竜巻荷重には考慮しない。 
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（2）機能維持評価 

竜巻荷重作用時に Hitz-B69 型に生じる竜巻荷重を基に、密封境界部（一次蓋密封シ

ール部及び一次蓋ボルト）については有限要素法を用いた ABAQUS コードにより評価

を行う。また、外筒、バスケット及び伝熱フィンについては工学式により応力を計算

し、機能維持評価を行う。さらに、一次蓋の横ずれ有無の評価と、設計飛来物が衝突し

た局部の貫通評価を行う。 

竜巻荷重作用時の密封境界部、外筒、バスケット及び伝熱フィンの応力評価結果を表

7（a）～（d）に示す。表 7（a）～（d）に示すとおり、竜巻荷重作用時に密封境界

部、外筒及びバスケットに生じる応力は、金属キャスク構造規格の密封容器、中間胴及

びバスケットそれぞれにおける供用状態 D の基準を満足する。バスケットに生じる応力

は、供用状態 D の基準を満足しており、臨界防止機能が損なわれることはない。よっ

て、閉じ込め機能、遮蔽機能及び臨界防止機能が損なわれることはない。また、使用済

燃料集合体を収納するコンパートメントに生じる応力強さは、設計降伏応力より小さい

ため、コンパートメントは塑性変形せず、臨界防止上有意な変形は生じない。伝熱フィ

ンについても許容応力以下となり、部材は欠損せず、除熱機能が損なわれることはな

い。一次蓋の横ずれ評価結果を表 7（e）に、計飛来物の貫通評価を表 7（f）に示す。表

7（e）（f）に示すとおり、一次蓋の横ずれは生じないこと及び設計飛来物が衝突した場

合でも貫通しないことを確認した。したがって、竜巻荷重作用時に Hitz-B69 型の安全

機能は維持される。 

竜巻荷重作用時のキャスクの機能維持評価の詳細を別紙 1 に示す。 
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表 7 竜巻荷重作用時の機能維持評価結果 

（a）密封境界部 

竜巻荷重 

作用方向 
評価部位 

応力の種類 

（注 1） 

計算値 

（MPa） 

評価基準値 

（MPa）（注 2） 

長手方向 

一次蓋 

密封シール部 

一次蓋部 PL+Pb+Q 49 162 

胴フランジ部 PL+Pb+Q 52 184 

一次蓋ボルト m+b 322 846 

径方向 

一次蓋 

密封シール部 

一次蓋部 PL+Pb+Q 108 162 

胴フランジ部 PL+Pb+Q 85 184 

一次蓋ボルト m+b 419 846 

（注 1）PL：一次局部膜応力強さ、Pb：一次曲げ応力強さ、Q：二次応力強さ、 

m：平均引張応力、m＋b：平均引張応力＋曲げ応力 

（注 2）一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルトの基準値は Syである。 

 

（b）外筒 

竜巻荷重 

作用方向 
評価部位 応力の種類 

計算値 

（MPa） 

評価基準値 

（MPa）（注 1） 

径方向 

外筒中央部 曲げ 81 284 

外筒端部 
曲げ 81 284 

せん断 80 163 

（注 1）せん断応力に対する基準値は fs、曲げ応力に対する基準値は fbである 

 

（c）バスケット 

竜巻荷重 

作用方向 
評価部位 応力の種類 

計算値 

（MPa） 

評価基準値 

（MPa）（注 1） 

長手方向 コンパートメント 圧縮応力 7 265 

径方向 
コンパートメント 

せん断 6 171 

曲げ 7 391 

応力強さ 14 391 

サポートプレート 圧縮応力 10 157 

（注 1）せん断応力に対する基準値は 1.2Sm、曲げ応力に対する基準値は Su、応力強さに

対する基準値は Su、圧縮応力に対する基準値は fcである。  
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（d）伝熱フィン 

竜巻荷重 

作用方向 
評価部位 応力の種類 

計算値 

（MPa） 

評価基準値 

（MPa）（注 1） 

長手方向 溶接部 応力強さ 1 205 

（注 1）基準値は Suである。 

 

（e）一次蓋の横ずれ評価 

評価項目 計算値（N） 評価基準値（N）（注 1） 

一次蓋の慣性力 3.04×105 2.75×106 

（注 1）一次蓋ボルトの締付力による摩擦力 

 

（f）飛来物貫通評価 

竜巻荷重 

作用方向 
評価部位 限界貫通厚さ（mm） 評価基準値（mm）（注 1） 

径方向 外筒中央部 8.9 14 

（注 1）設計飛来物が衝突する部位のうち最も板厚が薄い外筒の板厚 
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別紙 1-1 

竜巻荷重作用時のキャスクの機能維持評価 

 

1. 概要 

本資料は、Hitz-B69 型を対象として金属キャスク構造規格（1）に基づき竜巻荷重作用

時の機能維持評価を行った結果についてまとめたものである。 

本評価は、安全機能を担保する構成部材として、閉じ込め機能を担う密封境界部（一次

蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、臨界防止機能を担うバスケット、遮蔽機能を担う外

筒（ガンマ線遮蔽材で最も板厚が薄く、中性子遮蔽材を支持する部位）、除熱機能を担う

伝熱フィンを評価対象として実施した。 

 

2. 竜巻荷重作用時の機能維持評価 

（1）密封境界部 

閉じ込め機能を担う密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）については、

有限要素法を用いた ABAQUS コードにより各部位に生じる応力を評価する。 

 

a. 解析モデル 

竜巻荷重作用時の Hitz-B69 型の解析モデルとして、別紙 1-1 図に示す三次元解析モ

デルを用いる。本解析モデルは、胴、底板、外筒、底部中性子遮蔽材カバー、一次蓋、蓋

部中性子遮蔽材カバー、二次蓋及びトラニオンより構成される。なお、一次蓋及び二次

蓋は蓋ボルトにより胴に接続され、蓋と胴との接触が考慮されている。 

 

b. 荷重条件及び境界条件 

密封境界部の機能維持評価における荷重条件は以下のとおり。 

・等分布荷重である風圧力による荷重及び集中荷重である飛来物衝突荷重がそれぞれ

作用する。 

・飛来物衝突荷重は評価するうえで最も厳しくなる箇所へ作用させる。 

・蓋部中性子遮蔽材、底部中性子遮蔽材等の非強度部材は相当質量に応じた荷重を考

慮して、その荷重受面に分布させる。 

・胴内部圧力、一次二次蓋間圧力、側部中性子遮蔽材部圧力、一次蓋中性子遮蔽材部

圧力及び底部中性子遮蔽材部圧力が作用する。 

・竜巻によってキャスク外部とキャスク本体内部に気圧差が生じる。 

・温度は貯蔵状態の熱解析結果を使用する。 

 

境界条件として、トラニオンの固定位置における節点の軸方向変位、径方向変位、及

び鉛直方向変位を拘束する。 

荷重条件と境界条件を別紙 1-2 図及び別紙 1-3 図に示す。  

別紙 1 
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c. 評価基準 

密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）に発生する応力の評価基準は、

金属キャスク構造規格の密封容器の供用状態 D における許容応力を適用する。 

 

i.一次蓋密封シール部 

Pm≦Sy 

PL≦Sy 

PL＋Pb≦Sy 

PL＋Pb＋Q≦Sy 

ここで、 

Pm：一次一般膜応力強さ 

PL ：一次局部膜応力強さ 

Pb ：一次曲げ応力強さ 

Q ：二次応力強さ 

Sy ：設計降伏点 

 

ii.一次蓋ボルト 

（軸方向に垂直な断面の平均引張応力）≦Sy 

（軸方向に垂直な断面の平均引張応力＋曲げ応力）≦Sy 
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d. 評価結果 

別紙 1-4 図に示す応力評価位置に対する竜巻荷重作用時におけるキャスク本体の一次

応力強さ及び一次蓋ボルトの応力の評価結果を別紙 1-1 表に示す。別紙 1-1 表に示すよ

うに、一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルトに生じる応力は評価基準を満足する。 

 

別紙 1-1表 竜巻荷重作用時におけるキャスク本体の応力評価結果（密封境界部） 

竜巻荷重 

作用方向 
部位 

評価断面 

（注 1） 

応力の種類 

（注 2） 

計算値 

（MPa） 

温度 

（℃） 

（注 3） 

評価基準値 

（MPa） 

（注 4） 

長手方向 

一次蓋 

密封シール部 

1 PL+Pb+Q 49 120 162 

2 PL+Pb+Q 52 135 184 

一次蓋ボルト － m+b 322 115 846 

径方向 

一次蓋 

密封シール部 

1 PL+Pb+Q 108 120 162 

2 PL+Pb+Q 85 135 184 

一次蓋ボルト － m+b 419 115 846 

（注 1）別紙 1-4図参照 

（注 2）PL：一次局部膜応力強さ、Pb：一次曲げ応力強さ、m：平均引張応力、 

m＋b：平均引張応力＋曲げ応力 

（注 3）Hitz-B69 型の除熱解析の結果（補足説明資料 16-4「除熱機能に関する説明資料 

（GK04-SC-B01）」）から設定 

（注 4）一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルトの基準値は Syである。 
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b. 評価基準 

外筒に発生する応力の評価基準は、金属キャスク構造規格の中間胴の供用状態 D にお

ける許容応力を適用する。なお、各評価式の F は Su（設計引張強さ）とした値を用いる。 

 

i.引張応力 

 

 

ii.圧縮応力 

 

ここで、 

 ：有効細長比 

 ：限界細長比 

 ：  

 

iii.せん断応力 

 

 

iv. 曲げ応力 
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c. 評価結果 

別紙 1-5 図に示す外筒中央部には曲げ応力b1 が、外筒端部には曲げ応力b2 及びせ

ん断応力が生じる。曲げ応力（b1及びb2）及びせん断応力は次式で与えられる。 

 

 

 

ここで、 

 M1 ：外筒中央部に生じる曲げモーメント（N・mm） 

 

 M2 ：外筒端部に生じる曲げモーメント（N・mm） 

 

 Qw ：風圧力による荷重（N/m2） 

 WM ：飛来物衝突荷重（N） 

 L ：外筒長さ（mm） 

 Z ：断面係数（mm3） 

 

 A ：外筒断面積（mm2） 

 

 D ：外筒外径（mm） 

 d ：外筒内径（mm） 
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外筒の計算条件と計算結果を別紙 1-2 表に示す。別紙 1-2 表に示すように、外筒に

生じる応力は評価基準を満足する。 

 

別紙 1-2表 外筒の応力計算条件及び計算結果 

風圧力による荷重 

Qw（N/m2） 

飛来物衝突荷重 

WM（N） 

7.21×103 8.45×106 

 

外筒長さ 

L（mm） 

外筒外径 

D（mm） 

外筒内径 

d（mm） 

断面係数 

Z（mm3） 

断面積 

A（mm2） 

4953 2454 2426 6.51×107 1.07×105 

 

外筒中央部 
評価基準値 

fb（MPa） 
曲げモーメント 

M1（N・mm） 

曲げ応力 

b1（MPa） 

5.23×109 81  282 

 

外筒端部 
評価基準値 

fb（MPa） 

外筒端部 
評価基準値 

fs（MPa） 
曲げモーメント 

M2（N・mm） 

曲げ応力 

b2（MPa） 

せん断応力 

（MPa） 

5.23×109 81 282 80 163 
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（3）バスケット 

臨界防止機能を担うバスケットについては、工学式により発生する応力を評価する。 

バスケットには風圧力による荷重と飛来物衝突荷重を組み合わせた竜巻荷重による慣

性力が作用するものとし、長手方向からの竜巻荷重が作用した場合と、径方向からの竜

巻荷重が作用した場合をそれぞれ評価する。 

 

（3-1）コンパートメント 

a. 評価モデル 

長手方向からの竜巻荷重が作用した場合のコンパートメントの評価モデルを別紙

1-6 図(a)に、径方向からの竜巻荷重が作用した場合のコンパートメントの評価モデル

を別紙 1-6 図(b)に示す。 

 

b. 荷重条件 

バスケットの機能維持評価においては、風圧力による荷重と飛来物衝突荷重を組み

合わせた竜巻荷重が作用した場合の評価を行う。竜巻荷重が作用した場合の Hitz-

B69 型に生じる衝撃加速度 G は次式により求められる。 

竜巻荷重が作用した場合の衝撃加速度を別紙 1-3 表に示す。 

 

ただし、WT ：竜巻荷重（N） 

m ：キャスク質量（=131000kg） 

 

別紙 1-3 表 竜巻荷重が作用した場合の衝撃加速度 

竜巻荷重の 

作用方向 

竜巻荷重 

（N） 

キャスク質量 

m（kg） 

衝撃加速度 

（m/s2） 

長手方向 WT1 8.45×106 
131000 

G1 65 

径方向 WT2 8.63×106 G2 66 

  



 

別紙 1-13 

c. 評価基準 

コンパートメントに発生する応力の評価基準は、金属キャスク構造規格のバスケッ

トの供用状態 D における許容応力を適用する。 

 

i.せん断応力 

≦1.2Sm 

ここで、 

Sm ：設計応力強さ 

 

ii.曲げ応力 

b≦Su 

ここで、 

Su ：設計引張強さ 

 

iii.応力強さ 

s≦Su 

 

iv.圧縮応力 

 

ここで、 

 ：有効細長比 

 ：限界細長比 

 ：  
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d. 評価結果 

①長手方向からの竜巻荷重により発生する応力 

長手方向からの竜巻荷重による慣性力がコンパートメントに作用し、圧縮応力cが

生じる。 

 

ただし、 

Ws ：評価対象のコンパートメントに作用する合計質量（kg） 

G  ：長手方向からの竜巻荷重による加速度（m/s2） 

Ac ：コンパートメントの断面積（mm2） 

コンパートメントの計算条件及び計算結果を別紙 1-4 表に示す。別紙 1-4 表に示す

ように、コンパートメントに生じる応力は評価基準値を満足する。 

 

別紙 1-4 表 コンパートメントの計算条件及び計算結果（長手方向からの竜巻荷重） 

合計質量 

Ws（kg） 

長手方向からの竜巻荷重 

による衝撃加速度 

G（m/s2） 

コンパートメントの 

断面積 

Ac（mm2） 

圧縮応力 

c（MPa） 

評価基準値 

fc（MPa） 

6700 65 6.45×104 7 265 

 

②径方向からの竜巻荷重により発生する応力 

径方向からの竜巻荷重による慣性力がコンパートメントに作用し、せん断応力と

曲げ応力
b
が生じる。 

 

 

 

ただし、 

Ws ：評価対象のコンパートメントに作用する合計質量（kg） 

G  ：径方向からの竜巻荷重による加速度（m/s2） 

As ：コンパートメントの断面積（mm2） 

M ：曲げモーメント（N・mm） 

Z ：断面係数（mm3） 

s ：応力強さ（MPa） 
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コンパートメントの計算条件及び計算結果を別紙 1-5 表に示す。別紙 1-5 表に示す

ように、コンパートメントに生じる応力は評価基準値を満足する。 

コンパートメントに生じる応力強さは、設計降伏応力 Sy（=266MPa）より小さいた

め、コンパートメントは塑性変形せず、臨界防止上有意な変形は生じない。 

 

別紙 1-5 表 コンパートメントの計算条件及び計算結果（径方向からの竜巻荷重） 

（a）せん断応力の計算条件及び計算結果 

合計質量 

Ws（kg） 

径方向からの竜巻荷重 

による加速度 

G（m/s2） 

コンパートメントの 

断面積 

As（mm2） 

せん断応力 

（MPa） 

評価基準値 

1.2Sm 

（MPa） 

1700 66 1.34×104 6 171 

 

（b）曲げ応力の計算条件及び計算結果 

曲げモーメント 

M（N・mm） 

断面係数 

Z（mm3） 

曲げ応力 

b（MPa） 

評価基準値 

Su（MPa） 

4.47×106 657930 7 391 

 

（c）応力強さの計算条件及び計算結果 

せん断応力 

（MPa） 

曲げ応力 

b（MPa） 

応力強さ 

s（MPa） 

評価基準値 

Su（MPa） 

6 7 14 391 
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（3-2）サポートプレート 

a. 評価モデル 

サポートプレートでは径方向からの竜巻荷重が作用した場合の評価を行う。 

径方向からの竜巻荷重が作用した場合のサポートプレートの評価モデルを別紙 1-7

図に示す。 

 

b. 荷重条件 

コンパートメントと同様、竜巻荷重が作用した場合に生じる衝撃加速度 G を用い

る。 

 

c. 評価基準 

サポートプレートに発生する応力の評価基準は、金属キャスク構造規格のバスケッ

トの供用状態 D における許容応力を適用する。 

 

i.せん断応力 

≦1.2Sm 

ここで、 

Sm ：設計応力強さ 

 

ii.曲げ応力 

Pm+Pb≦Su 

ここで、 

Su ：設計引張強さ 

 

iii 圧縮応力 

 

ここで、 

 ：有効細長比 

 ：限界細長比 

 ：  
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d. 評価結果 

径方向からの竜巻荷重による慣性力がサポートプレートに作用し、圧縮応力c が生

じる。 

 

ただし、 

Ws ：評価対象のサポートプレートに作用する合計質量（kg） 

G  ：径方向からの竜巻荷重による加速度（m/s2） 

Ac ：サポートプレートの断面積（mm2）                                                                                                        

 

計算条件と計算結果を別紙 1-6 表に示す。別紙 1-6 表に示すように、サポートプレ

ートに生じる応力は評価基準値を満足する。 

 

別紙 1-6 表 サポートプレートの計算条件及び計算結果（径方向からの竜巻荷重） 

合計質量 

Ws（kg） 

径方向からの竜巻荷重 

による加速度 

G（m/s2） 

サポートプレートの 

断面積 

Ac（mm2） 

圧縮応力 

c（MPa） 

評価基準値 

fc（MPa） 

21000 66 1.44×105 10 157 
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（4）伝熱フィン 

除熱機能を担う伝熱フィンについては、工学式により発生する応力を評価する。 

伝熱フィンには風圧力による荷重と飛来物衝突荷重を組み合わせた竜巻荷重による慣

性力が作用するものとし、長手方向からの竜巻荷重が作用した場合と、径方向からの竜

巻荷重が作用した場合をそれぞれ評価する。 

 

a. 評価モデル 

伝熱フィンの評価モデルを別紙 1-8 図に示す。 

 

b. 荷重条件 

伝熱フィンの機能維持評価においてはバスケットと同様、風圧力による荷重と飛来

物衝突荷重を組み合わせた竜巻荷重が作用した場合に生じる衝撃加速度 G を使用す

る。 

 

c. 評価基準 

伝熱フィンの評価基準値は Su とする。Su を定める物性値は、ASME Boiler & 

Pressure Vessel Code 2021 Section II part B（2）から、C1020P 材に相当する C10200

材の Tensile Strength の値を使用する。 

 

d. 評価結果 

①長手方向からの竜巻荷重により発生する応力 

長手方向からの竜巻荷重による慣性力により伝熱フィンに生じるせん断応力

（MPa）及び応力強さ s（MPa）は、次式で与えられる。 

 

 

ここで、W1 ：伝熱フィンの軸方向単位長さあたり質量（kg/mm） 

W2 ：側部中性子遮蔽材の軸方向単位長さあたり質量（kg/mm） 

G ：長手方向からの竜巻荷重による加速度（m/s2） 

A ：伝熱フィンの軸方向単位長さあたりの溶接部面積（mm2/mm） 

 

計算条件と計算結果を別紙 1-7 表に示す。別紙 1-7 表に示すように、伝熱フィンに

生じる応力は評価基準を満足する。 
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別紙 1-7表 伝熱フィンの応力計算条件及び計算結果（長手方向からの竜巻荷重） 

伝熱フィンの軸方向 

単位長さあたりの質量 

W1（kg/mm） 

中性子遮蔽材の軸方向 

単位長さあたりの質量 

W2（kg/mm） 

長手方向からの竜巻 

荷重による加速度 

G（m/s2）  

0.631 1.96 65 

 

伝熱フィンの軸方向単位長さ 

あたりの溶接部面積 

A（mm2 /mm） 

せん断応力 

（MPa） 

応力強さ 

s（MPa） 

評価基準値 

Su（MPa） 

360 0.472 1 205 

 

②径方向からの竜巻荷重により発生する応力 

伝熱フィンには径方向からの竜巻荷重による慣性力が作用するが、別紙 1-9 図に示

すとおり、伝熱フィンの両側に位置する中性子遮蔽材により支えられるため、伝熱フ

ィンへ慣性力の影響はない。 
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（5）一次蓋の横ずれ 

竜巻荷重により一次蓋に慣性力が作用した場合に、閉じ込め機能の維持の観点から、

一次蓋に横ずれが生じないことを確認する。一次蓋に作用する慣性力 F（N）は次式で

与えられる。一次蓋慣性力の計算条件及び計算結果を別紙 1-8 表に示す。 

 

ここで、 

M ：一次蓋の質量（kg） 

G ：径方向からの竜巻荷重による加速度（m/s2） 

 

別紙 1-8 表 一次蓋慣性力の計算条件及び計算結果 

一次蓋質量 

M（kg） 

径方向加速度 

G（m/s2） 

一次蓋慣性力 

F（N） 

4600 66 3.04×105 

 

一次蓋とフランジの間に作用する摩擦力 R（N）は次式で与えられる。 

 

 

ここで、 

μ ：摩擦係数（－） 

N ：一次蓋の締付力（N） 

FB ：一次蓋ボルトの初期締付力（N） 

n ：ボルト本数（－） 

 

摩擦力の計算条件及び計算結果を別紙 1-9 表に示す。一次蓋に作用する慣性力は別

紙 1-9 表に示すとおり 3.04×105（N）であり、摩擦力より小さい。よって、一次蓋の

横ずれは発生しない。 

 

別紙 1-9 表 摩擦力の計算条件及び計算結果 

摩擦係数 

μ（－） 

一次蓋ボルトの 

初期締付力 

FB（N） 

一次蓋ボルトの 

本数 

n（－） 

一次蓋摩擦力 

R（N） 

   2.75×106 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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（6）設計飛来物が衝突した局部の貫通評価 

設計飛来物による限界貫通厚さは、鋼板の限界貫通厚さの評価式であるBRL（Ballistic 

Research Laboratory）式を用いて評価する。 

2
3/2

9 2 3/2

0.5mv
t

1.4396×10 K d
=  

ここで、 

t ：鋼板の限界貫通厚さ（m） 

m ：飛来物の質量（kg） 

v ：飛来物の速度（m/s） 

d ：飛来物による衝突面の等価直径（m） 

（設計飛来物の投影面積が S の場合、 ） 

K ：鋼板の等級に関わる材料定数（=1） 

 

限界貫通厚さの計算条件及び計算結果を別紙 1-10 表に示す。設計飛来物による限界

貫通厚さは最大 8.9mm であり、評価基準値としている鋼板の板厚より小さい。よって、

設計飛来物は鋼板を貫通しない。 

 

別紙 1-10 表 限界貫通厚さの計算条件及び計算結果 

飛来物 

計算条件及び計算結果 評価基準値 

質量 

m

（kg） 

速度 

v 

（m/s） 

投影面積 

（注 1） 

S（m2） 

等価 

直径 

d（m） 

限界 

貫通厚さ 

t（mm） 

鋼板の板厚（mm） 

一次蓋 外筒 底板 

鋼製パイプ 8.4 49 0.002 0.050 7.3 

126 14 255 

鋼製材 135 51 0.06 0.276 8.9 

コンク 

リート板 
540 30 0.15 0.437 7.0 

コンテナ 2300 60 6.24 2.819 7.2 

トラック 4750 34 2.47 1.773 8.7 

（注 1）表 1 に記載の設計飛来物の寸法から投影面積が最小となる値を記載 
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